
船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２９年１１月２１日 ０１時００分ごろ 

発生場所 香川県高松市高松港 

 高松港玉藻
た ま も

防波堤灯台から真方位２１３°３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.５′ 東経１３４°０３.０′） 

事故の概要  漁船菖蒲
しょうぶ

丸は、帰航中、防波堤に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 菖蒲丸、４.９トン 

 ＫＡ３－１７０１７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部外板に凹損 

防波堤 コンクリート部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、高松市高松漁港に向けて帰港する

目的で、法定灯火を表示して約７ノットの対地速力で自動操舵により

東南東進していた。 

 船長は、操舵室の椅子に腰を掛けた体勢で操船に当たっていたとこ

ろ、衝撃を感じ、船首部が‘高松漁港北東方の高松港玉藻地区玉藻防

波堤’（以下「本件防波堤」という。）に衝突したことを知った。 

 船長は、本事故時、操業中にえび
．．

漕ぎ網の曳綱
ひきつな

（ワイヤ）が切れて

同網を失くしていたので、今後の対応について考えごとをしていた。 

 本船は、自動操舵で航行する際、設定した針路から僅かに左方へ変

化する傾向があった。 

分析  本船は、高松漁港に向けて帰航中、船長が、考えごとをしながら操

船に当たり、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、設定

した針路から僅かに左方へ変化する自動操舵装置の傾向により、本件

防波堤に向かって航行していることに気付かず、本件防波堤に衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、高松漁港に向けて帰航中、船長が、考え

ごとをしながら操船に当たり、周囲の見張りを適切に行っていなかっ

たため、本件防波堤に向かって航行していることに気付かず、本件防

波堤に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・操船者は、操船に集中して常時適切な見張りを行うこと。 

 ・自動操舵装置は、適切な状態に整備して使用すること。 

 


